
○
緊
急
小
口
資
金　

緊
急
か
つ
一
時
的
に
生
計
の
維
持
が

困
難
に
な
ỳ
た
場
合
ỏ
一
〇
万
円
以
内

○
生
活
支
援
費　

生
活
再
建
ま
で
に
必
要
な
費
用
を
二
〇

万
円
ớ
単
身
一
五
万
円
Ờ
以
内
で
一
年
以
内

○
住
宅
入
居
費　

敷
金
・
礼
金
な
ど
住
宅
を
借
り
る
費
用

を
四
〇
万
円
以
内

○
一
時
生
活
再
建
費　

生
活
再
建
の
た
め
に
一
時
的
に
必

要
な
費
用
ỏ
技
能
習
得
に
要
す
る
費
用
ỏ
滞
納
し
て
い

る
公
共
料
金
な
ど
の
立
て
替
え
ỏ
債
務
整
理
を
す
る
た

め
の
経
費
な
ど
六
〇
万
円
以
内

○
教
育
支
援
資
金　

高
校
・
大
学
・
高
専
へ
の
入
学
時
に

五
〇
万
円
以
内
ỏ
月
三
万
五
〇
〇

〇
円
以
内
ớ
高
校
Ờỏ
月
六
万
五
〇

〇
〇
円
以
内
ớ
大
学
Ờ
な
ど

毅
生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け
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や失業などで

　

全
国
生
活
と
健
康
を
守
る
会
連
合
会
ớ
全
生
連
Ờ
は
ỏ
一
九
五
四
年

ớ
昭
和
二
十
九
年
Ờ
に
ủ
働
か
せ
ろ
ỏ
食
わ
せ
ろ
ỏ
病
気
を
治
せ
Ứ
の
ス

ロ
ồ
ガ
ン
を
掲
げ
て
創
立
し
て
以
来　

年
間
ỏ
一
貫
し
て
人
間
ら
し
く
暮

⚕⚕

ら
せ
る
権
利
ớ
生
存
権
Ờ
の
実
現
を
め
ざ
し
て
ỏ
制
度
の
適
用
・
改
善
・

新
設
の
運
動
に
と
り
く
ん
で
き
ま
し
た
Ố
こ
れ
ら
の
運
動
で
住
民
税
非
課

税
基
準
の
引
き
上
げ
や
就
学
援
助
の
改
善
ỏ
各
種
の
公
的
貸
付
金
制
度
な

ど
を
実
現
し
て
き
ま
し
た
Ố
く
ら
し
に
困
ỳ
た
ら
ỏ
各
地
の
市
区
町
村
に

あ
る
最
寄
り
の
生
活
と
健
康
を
守
る
会
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
Ố

☆
こ
ん
な
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
☆

連絡先

生活資金の貸し付け、住宅手当の給付、就労支援や生活保護が利用できます

k kkkkkkkk

k kkkkkkkk

　

い
ま
ỏ
収
入
が
な
く
生
活
に

困
ỳ
て
い
る
人
に
は
生
活
保
護

を
利
用
で
き
ま
す
Ố

毅
生
活
保
護
の
支
給

毅
失
業
保
険
の
給
付

　

雇
用
保
険
に
加
入
し
て
い
る
離
職
者
に
対
し
て
ỏ
加
入
期
間
や
年
齢
に
応
じ
て

九
〇
日
か
ら
三
〇
〇
日
以
上
ỏ
日
額
一
六
四
〇
Ỗ
七
六
八
五
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
Ố

　

解
雇
や
ủ
雇
い
止
め
Ứ
で
住
居
を
失
ỳ
た
人
に
ỏ
住
宅
入
居
の
初
期
費
用
ớ
上

限
五
〇
万
円
Ờỏ
六
か
月
分
の
家
賃
ớ
上
限
三
六
万
円
Ờỏ
生
活
・
就
職
活
動
費

ớ
上
限
一
〇
〇
万
円
Ờ
を
利
子
一
・
五
％
ớ
信
用
保
証
料
ふ
く
む
Ờ
で
融
資
Ố

毅
住
宅
と
就
職
活
動
費
の
貸
し
付
け

　

雇
用
保
険
の
給
付
を
利
用
で
き
な
い
人
が
ハ
ロ
ồ
ワ
ồ
ク
の
あ
ỳ
せ
ん
で
対
象

と
な
る
職
業
訓
練
を
受
け
る
場
合
ỏ
訓
練
期
間
中
の
生
活
費
を
支
給
Ố
扶
養
家
族

が
い
る
人
は
月
一
二
万
円
ỏ
そ
れ
以
外
の
人
は
月
一
〇
万
円
Ố

毅
訓
練
・
生
活
支
援
給
付

　

住
居
を
失
ỳ
た
人
ま
た
は
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
人
に
最
長
六
か
月
間
ỏ
住
宅
手

当
を
支
給
Ố
上
限
は
地
域
に
よ
ỳ
て
異
な
り
ỏ
東
京　

区
で
単
身
者
で
は
月
五
万

⚒⚓

三
七
〇
〇
円
Ố

毅
住
宅
手
当
の
給
付


